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第�章 住宅金融支援機構債券

（住宅金融支援機構債券の種別）

第 14 条 住宅金融支援機構債券（本邦

以外の地域において発行する住宅金融

支援機構債券（以下「国外債券」とい

う。）を除く。）は，無記名式とする。

� 国外債券は，無記名式及び記名式と

する。

（住宅金融支援機構債券の発行方法）

第 15 条 住宅金融支援機構債券の発行

は，募集の方法による。

（募集住宅金融支援機構債券に関する

事項の決定）

第 16 条 機構は，その発行する住宅金

融支援機構債券を引き受ける者の募集

をしようとするときは，その都度，募

集住宅金融支援機構債券（当該募集に

応じて当該住宅金融支援機構債券の引

受けの申込みをした者に対して割り当

てる住宅金融支援機構債券をいう。以

下同じ。）について次に掲げる事項を

定めなければならない。

⑴ 募集住宅金融支援機構債券の総額

⑵ 各募集住宅金融支援機構債券の金

額

⑶ 募集住宅金融支援機構債券の利率

⑷ 募集住宅金融支援機構債券の償還

の方法及び期限

⑸ 利息支払の方法及び期限

⑹ 住宅金融支援機構債券の債券を発

行するときは，その旨

⑺ 各募集住宅金融支援機構債券と引

換えに払い込む金銭の額

⑻ 募集住宅金融支援機構債券と引換

えにする金銭の払込みの期日

⑼ 一定の日までに募集住宅金融支援

機構債券の総額について割当てを受

ける者を定めていない場合において，

募集住宅金融支援機構債券の全部を

発行しないこととするときは，その

旨及びその一定の日

⑽ 社債，株式等の振替に関する法律

（平成 13 年法律第 75 号。以下「社

債等振替法」という。）の規定の適用

を受けることとするときは，その旨

⑾ 募集住宅金融支援機構債券に係る

債務の担保に供するため法第 21 条

の規定により貸付債権を信託するこ

ととするときは，その旨，当該信託

の受託者の名称及び住所並びに当該

貸付債権の概要

⑿ 前各号に掲げるもののほか，主務

省令で定める事項

（募集住宅金融支援機構債券の申込

み）

第 17 条 機構は，前条の募集に応じて

募集住宅金融支援機構債券の引受けの

申込みをしようとする者に対し，同条

に規定する事項その他主務省令で定め

る事項を通知しなければならない。

� 前条の募集に応じて募集住宅金融支

援機構債券の引受けの申込みをする者

は，次に掲げる事項を記載した書面を

機構に交付しなければならない。

⑴ 申込みをする者の氏名又は名称及

び住所

⑵ 引き受けようとする募集住宅金融

支援機構債券の金額及び金額ごとの

数

⑶ 社債等振替法の規定の適用を受け

ることとされた住宅金融支援機構債

券（以下「振替債券」という。）の引

受けの申込みをする者にあっては，

自己のために開設された当該住宅金

融支援機構債券の振替を行うための

口座

⑷ 前三号に掲げるもののほか，主務

省令で定める事項

独立行政法人住宅金融支援機構法施行令（抄）
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独立行政法人住宅金融支援機構
の業務運営並びに財務及び会計
に関する省令（抄）

［平成 19 年�月 28 日 財務省・国土交通省令第�号］
最終改正：平成 20 年 12 月 22 日 財務省・国土交通省令第�号

（責任準備金）

第 13 条 機構〔編注：独立行政法人住宅

金融支援機構。以下同じ。〕は，毎事業

年度末日現在で，法〔編注：独立行政

法人住宅金融支援機構法。以下同じ。〕

第 17 条第�号に掲げる業務に係る勘

定において，住宅融資保険法（昭和 30

年法律第 63 号）第�条に規定する保

険関係（以下「保険関係」という。）に

基づく将来における債務の履行に備え

るため，収入保険料のうち，保険関係

が成立した貸付けに係る当該保険関係

の保険期間のうち事業年度末において

まだ経過していない期間に対応する責

任に相当する金額として主務大臣が定

めるところにより算定した金額を責任

準備金として積み立てなければならな

い。

（長期借入金の認可の申請）

第 19 条 機構は，法第 19 条第�項の規

定により長期借入金の借入れの認可を

受けようとするときは，前条各号に掲

げる事項を記載した申請書を主務大臣

に提出しなければならない。

（長期借入金の借入れに関する事務を

委託することができる金融機関）

第 20 条 法第 19 条第�項の主務省令で

定める金融機関は，次に掲げる金融機

関とする。

⑴ 銀行（銀行法（昭和 56 年法律第

59 号）第�条第�項に規定する銀行

をいう。），長期信用銀行（長期信用

銀行法（昭和 27 年法律第 187 号）第

�条に規定する長期信用銀行をい

う。），信用金庫，信用協同組合及び

労働金庫

⑵ 農業協同組合法（昭和 22 年法律

第 132 号）第 10 条第�項第�号及

び第�号の事業を併せ行う農業協同

組合及び農業協同組合連合会，水産

業協同組合法（昭和 23 年法律第 242

号）第 11 条第�項第�号及び第�

号の事業を併せ行う漁業協同組合並

びに同法第 87 条第�項第�号及び

第�号の事業を併せ行う漁業協同組

合連合会並びに農林中央金庫

⑶ 株式会社商工組合中央金庫

（住宅金融支援機構債券の募集事項）

第 21 条 令〔編注：独立行政法人住宅金

融支援機構法施行令。以下同じ。〕第

16 条第 12 号の主務省令で定める事項

は，募集住宅金融支援機構債券と引換

えにする金銭の払込みに代えて金銭以

外の財産を給付する旨の契約を締結す

る場合におけるその契約の内容とする。

（募集住宅金融支援機構債券の申込み

をしようとする者に対して通知すべ

き事項）

第 22 条 令第 17 条第�項の主務省令で

定める事項は，法第 19 条第�項の規

第�編 需給と取引実務
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